
経営サポート資金の融資案内 

（略称「サポート」） 

令和７年５月１５日 

群馬県産業経済部地域企業支援課 

 

  この資金は、経済情勢等の変化の中で、売上げの減少や取引先企業の倒産等により影響を受け資金繰り

に困窮している中小企業者の経営の安定や業況の回復を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会（以

下「保証協会」という。）と協力して実施する融資制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営サポート資金の拡充について（R2.4.1～R8.3.31） 

県では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等により事業活動に影響を受ける中小企業

者の資金繰りを支援するため、本資金の一部要件において拡充を行い、金利引き下げ等を実

施します。拡充に伴い、本融資案内では以下のとおり要件を読み替えて適用するものとしま

す。 

 

（１）新型コロナウイルス感染症対策資金  【R2.4.1～R5.1.9】 

R2 年 4 月 1日（G タイプは R3年 4月 1 日）から R5年 1月 9日まで実施。 

本資金の拡充対象とする要件を以下のとおり読み替える。 

・セーフティネット保証等関連要件 → 新型コロナウイルス感染症対策資金 Bタイプ 

・災害復旧関連要件        → 新型コロナウイルス感染症対策資金 Cタイプ 

・危機関連保証要件        → 新型コロナウイルス感染症対策資金 Fタイプ 

・伴走支援型特別保証要件     → 新型コロナウイルス感染症対策資金 Gタイプ 

 

（２）新型コロナ感染症等経済対策資金   【R5.1.10～R7.3.31】 

R5 年 1 月 10日から実施される融資について、名称を変更して引き続き拡充を実施。 

B～Gタイプの読み替えについても、「新型コロナ感染症等経済対策資金」として継続。 

G タイプは令和 6 年 6 月 30 日で廃止し、令和 6 年 7 月 1 日から経営力強化保証要件（H

タイプ）を新たに追加。 

・伴走支援型特別保証要件 → 新型コロナ感染症等経済対策資金 Gタイプ 

・経営力強化保証要件     → 新型コロナ感染症等経済対策資金 H タイプ 

 

（３）物価高騰等経済対策資金       【R7.4.1～R8.3.31】 

R7 年 4 月 1日から R8 年 3月 31日まで実施。 

本資金の拡充対象とする要件を以下のとおり読み替える。 

・セーフティネット保証等関連要件 → 物価高騰等経済対策資金 Bタイプ 

・災害復旧関連要件        → 物価高騰等経済対策資金 Cタイプ 

・危機関連保証要件        → 物価高騰等経済対策資金 Fタイプ 

・経営力強化保証要件       → 物価高騰等経済対策資金 Hタイプ 

・協調支援型特別保証要件     → 物価高騰等経済対策資金 Iタイプ ※R7.5.15 追加 



１  申込みのできる方 

群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方です。 

なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。 

また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。 

 

Ａタイプ（経営強化関連要件） 

（１） 一般不況関連要件 

売上げの減少（投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。）による経営不安を防止し、                                            

経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金を必要とする次の①、②い

ずれかに該当する方 

① 最近６か月又は３か月の売上高が、前年、２年前、３年前のいずれかの同期と比較して５％ 

   以上減少している方 

② 最近６か月又は３か月の粗利益（売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品                                                                                         

仕入原価等を除いた額）が、前年、２年前、３年前のいずれかの同期と比較して５％以上減

少している方 

 

（２） 取引条件悪化等要件 

① 取引先の倒産等（例：銀行取引停止処分、会社更生法や民事再生法の適用、自己破産、事 

業休止・廃止）により、回収が困難となる売掛債権や不渡手形（割引手形の買い戻しを除く。） 

などを補填する運転資金を必要とする方 

② 取引先との取引条件の悪化（例：原材料の支給方法の変更、代金決済方法の大幅な変更、 

 手形サイトの長期化及び主取引先の倒産、取引中止並びに海外移転等による取引先の大幅な 

変更）による資金繰りの悪化を改善する運転資金を必要とする方 

③ 著しい事業環境変化を原因として、売上高が前３か月平均と比較して２０％以上減少し、 

 短期的かつ急激に経営の安定に支障が生じている方（対象となる業種を知事がその都度指定 

します。） 

 

Ｂタイプ（セーフティネット保証等関連要件） 

（１） 中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第５項第１号、第２号又は第５号のいず                                          

れかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けた方 

① 第１号：再生手続開始申立等関係 

次のいずれかに該当する方 

ア 経済産業大臣の指定（以下「指定」という。）を受けた事業者（以下「再生手続開始申 

立等事業者」という。）に対して５０万円以上の売掛金（役務の提供による営業収益で未 

収のものを含む。）債権又は前渡金返還請求権を有している方 

イ 再生手続開始申立等事業者に対して５０万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権 

しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模 

が２０％以上である方 

② 第２号：事業活動の制限関係 

次のいずれかに該当する方 

ア 指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者（以下「指定事業者」という。）と直 

接取引があり、総取引規模に占める当該指定事業者との取引規模の割合が２０％以上で、 

当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近１か月間の売上高、販売数量（建設業 

にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前年同月と比して 

２０％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期 

に比して２０％以上減少することが見込まれる方 

イ 指定事業者と間接的な取引関係にあり、総取引規模に占める当該事業者関連の取引規 

模の割合が２０％以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近１か月間の 

売上高等が前年同月に比して２０％以上減少しており、その後２か月間を含む３か月間 

の売上高等が前年同期に比して２０％以上減少することが見込まれる方 



ウ 指定する地域内において、１年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業 

活動の制限を受けた後、原則として最近１か月間の売上高等が前年同月に比して２０％ 

以上減少しており、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して２ 

０％以上減少することが見込まれる方 

※ 下線については、当分の間、１０％以上に条件が緩和されています。 

なお、指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っ 

ていて（金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占め 

る割合が２０％以上である方に限ります。）適正かつ健全に事業を営んでいるにもか 

かわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機 

関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な方に限ります。 

③ 第５号：業種関係   

次のいずれかに該当する方 

ア 指定事業のみ（兼業含む）を行っており、中小企業者全体における最近 3 か月間の売    

上高等が前年同期の売上高等と比較して 5％以上減少していること。 

イ 指定事業と指定業種に属さない事業（以下、「 非指定事業」 という。）を行ってお 

り、最近３か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の５％以上を 

占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近３か月の売上高等が前年 

同期の売上高等と比較して５％以上減少していること。 

ウ 創業者等であって指定事業のみ（兼業含む）を行っており、中小企業者全体における 

最近１か月の売上高等がその直前３か月の月平均売上高等と比較して５％以上減少して 

いること。 

エ 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近１か月における指定事業 

の売上高等が中小企業者全体の売上高等の５％以上を占めており、かつ、中小企業者全 

体と指定事業それぞれの最近１か月の売上高等がその直前３か月の月平均売上高等と比 

較して５％以上減少していること。 

オ 指定事業のみ（兼業含む）を行っており、（１）中小企業者全体における最近１か月 

の売上原価のうち原油等の仕入額が 20％以上を占めていること、（２）中小企業者全 

体における最近１か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して 20％以上上昇している 

こと、（３）中小企業者全体における最近３か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 

合が前年同期と比較して上回っていること。 

カ 指定事業と非指定事業を行っており、最近１か月における指定事業の売上原価が中小 

企業者全体の売上原価の 20％以上を占めており、かつ、（１）中小企業者全体と指定 

事業それぞれの最近１か月の売上原価のうち原油等の仕入額が 20％以上を占めている 

こと、（２）指定事業の最近１か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して 20％以上 

上昇していること、（３）中小企業者全体と指定事業それぞれの最近３か月の売上高に 

占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。 

キ 指定事業のみ（兼業含む）を行っており、中小企業者全体における最近３か月の月平 

均売上高営業利益率が前年同期と比較して 20％以上減少していること。 

ク 指定事業と非指定事業を行っており、最近３か月における指定事業の売上高等が中小 

企業者全体の売上高の５％以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞ 

れの最近３か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して 20％以上減少してい 

ること。 

（２） 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23 年法律 第 40

号）第１２８条第１項第１号に該当する方で、市町村長から証明又は認定を受けた方  

 

Ｃタイプ（災害復旧関連要件） 

（１） 地震、火災、風水害又は突発的な事故等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、

浸水若しくはこれらに準ずる損害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方 

（２） 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号）の指定を 

受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方 

  （３） 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の 



市町村長等の被災証明を受けた方 

  （４） 中小企業信用保険法第２条第５項第３号又は第４号のいずれかの要件に該当する特定中小企業者 

として市町村長から認定を受けた方 

①  第３号：地域・業種関係 

指定を受けた地域において、指定を受けた業種に属する事業を１年間以上継続して行ってい 

る方で、指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由（以下「災害等」という。）の発生に 

起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近１か月間の売上高又 

は販売数量（建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前 

年同月に比して２０％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が 

前年同期に比して２０％以上減少することが見込まれる方 

②  第４号：地域関係 

指定を受けた地域において１年間以上継続して事業を行っている方で、指定を受けた災害等の 

発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近１か月間の売上 

高又は販売数量（建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前 

年同月に比して２０％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前 

年同期に比して２０％以上減少することが見込まれる方 

（５） その他知事が指定する災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方 

 

 Ｆタイプ（危機関連保証要件） 

中小企業信用保険法（昭和 25 年法律第 264 号）第２条第６項の規定により、特例中小企業者と 

して市町村長から認定を受けた方 

次のア及びイに該当する方 

ア 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっ 

ている方 

イ 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外 

の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい 

信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近１か月間の売上高又は販売 

数量（建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前年同月 

に比して１５％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同 

期に比して１５％以上減少することが見込まれる方 

 

 Ｈタイプ（経営力強化保証要件） 

金融機関及び中小企業等経営強化法第 31 条第 2 項の認定経営革新等支援機関の支援を受けつ    

つ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方 

 

Ｉタイプ（協調支援型特別保証要件） 

次のアまたはイのいずれかに該当する中小企業者。 

ア 申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の 

１割以上（融資期間１２か月以上）のプロパー融資を受けること。 

イ 申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の     

報告を行うこと。 

 

２ 資金使途 

（１）運転資金 

事業を営むのに必要とする運転資金（原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等 

の費用等）で、資金使途が明確に把握できるもの（申請より概ね６か月分程度を上限とします。）。 

既に支出した資金の補填資金は対象となりません。 

(２)設備資金（１頁｢１申込みのできる方｣のＡタイプ(２)及びＦタイプの要件は対象外） 

県内に設置して事業を営むのに必要とする設備資金（工場、店舗、事務所等の建物及びその付 



属設備、機械・装置、重機・特殊（特種）車両、器具・備品等の取得等に必要な資金）で、財務会 

計処理上資産として計上するものに限ります。 

なお、土地の取得費用は対象となりません。 

また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。 

 

３ 融資条件 

（１）融資限度額１億 2,000 万円（①～③の各要件の合計） 

①Ａタイプ 

6,000 万円 

（Ａタイプの融資残高を含む。） 

＊取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか 

低い額です。 

②Ｂタイプ 

6,000 万円 

（平成 21 年度以前に実施したＤタイプ（緊急保証関連要件）及びＢタイプの融資残高を含む。） 

③Ｃタイプ 

5,000 万円（内運転資金 3,000 万円） 

（Ｃタイプの融資残高を含む。） 

④Ｆタイプ 

3,000 万円 

⑤Ｈタイプ 

１億円 

（令和６年度以前に実施したＧタイプ（伴走支援型特別保証要件）の残高がある場合は、合 

算して１億円が融資限度額となります。） 

⑥I タイプ 

１億円 

（I タイプの融資残高を含む） 

(２)融資期間 

①運転資金 10 年以内（内据置１年以内） 

＊Ｃタイプは７年以内（内据置２年以内） 

＊Ｈタイプは５年以内（内据置１年以内） 

ただし、保証付きの既往借入金を借り換える場合は 10 年以内（内据置１年以内） 

※一括返済の場合は１年以内 

＊I タイプは 10 年以内（内据置１年以内） 

 ※一括返済の場合は１年以内 

②設備資金 10 年以内（内据置２年以内） 

＊Ｈタイプは７年以内（内据置１年以内） 

ただし、保証付きの既往借入金を借り換える場合は 10 年以内（内据置１年以内） 

※一括返済の場合は１年以内 

＊I タイプは 10 年以内（内据置３年以内） 

 ※一括返済の場合は１年以内 

(３)融資利率 

責任共有制度対象  年 1.85％以内 

責任共有制度対象外 年 1.8％以内 

Ｆタイプ 

責任共有制度対象外 年 1.4％以内 

Ｈ及び I タイプ 

責任共有制度対象  年 1.85％以内 

＊令和７年４月１日～令和８年３月３１日までに実施する融資に限り、各要件における融資利

率は上記によらず、以下の融資利率を適用するものとします。 

Ａタイプ 

責任共有制度対象外 年 1.8％以内 



責任共有制度対象  年 1.85％以内 

Ｂ及びＣタイプ   年 1.5％以内 

Ｈ及び I タイプ 

責任共有制度対象  年 1.5％以内 

Ｆタイプ 

責任共有制度対象外 年 1.4％以内 

＊上記の融資利率は、令和７年５月１５日現在のものです。 

＊融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。 

(４)信用保証 

保証協会の信用保証を付していただきます。 

＊Ａタイプについては、原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除きます。 

Ｂタイプについては、経営安定関連保証又は東日本大震災復興緊急保証に限ります。 

Ｃタイプ（４）については、経営安定関連保証に限ります。 

Ｆタイプについては危機関連保証に限ります。 

Ｈタイプについては経営力強化保証に限ります。 

I タイプについては協調支援型特別保証に限ります。 

なお、経営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証の利用に際して 

は、市町村長の認定が必要となります。 

(５)担保・保証人 

融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。 

ただし、Ｈ及び I タイプについては以下のとおりとします。 

担 保：必要に応じて徴求するものとする。 

保証人：必要に応じて徴求する。 

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 

 (６)返済方法 

年１回以上（月賦、半年賦、年賦など）の元金均等分割返済とします。 

ただし、Ｈ及び I タイプについては一括返済も可能とします。（※一括返済の場合、融資期間は 

１年以内となります） 

 

４ 融資の申込み 

融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。 

金融機関では、経営状況などをお伺いするとともに、保証協会と協議の上、この資金に該当すると見 

込まれる場合に融資の受付をいたします。 

(１)申込先及び必要書類 

次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。 

① 融資申込書（金融機関で定められている場合） 

② 信用保証委託申込書（保証協会所定用紙） 

③ 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書 

④ 対象要件の確認に必要な資料（決算書、月次売上表など） 

⑤ 資金使途の確認に必要な資料（建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など） 

⑥ 市町村長が発行する認定書（経営安定関連保証（セーフティネット保証）、東日本大震災                                       

復興緊急保証、危機関連保証又を利用する場合に限ります。） 

⑦ 市町村長等から証明を受けた被災証明書（Ｃタイプ(１)～(３)及び(５)の要件の場合に限                                                  

ります。県所定用紙。） 

⑧ 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの                        

誓約書（用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウン

ロードできます。） 

⑨ Ｈタイプの場合は、以下の書類 

・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 

・事業行動計画書 

・経営安定関連保証（５号）については、中小企業信用保険法第２条第５項第５号に規定 

する市町村長の認定書 



      ⑩ I タイプの場合は、以下の書類。 

・申込人資格要件申告書兼誓約書 

・要件で「経営行動計画書の策定」を選択した場合は経営行動計画書 

⑪ その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。 

(２)申込期間 

年間随時受け付けます。 

ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。 

 

５ 融資の決定 

(１)金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等を行います。 

(２)保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には保証協会から保証                                           

書が発行され、金融機関から融資が実行されます。 

 

６ 期中管理 

取扱金融機関は、信用保証において期中管理が定められている場合には、信用保証協会の定めに従い実

施してください。 

 

７ その他 

詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊既往債務の借換について＊ 

・原則として経営サポート資金（廃止した東日本大震災被害対策資金、新型コロナ感染症等経済対策資金

を含む。）の既往債務については、本資金により借換えができます。 

・借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談ください。なお、詳

しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。 

 

【Ｈタイプの借換え】 

・Ｈタイプ（一般保証）については、本資金の既往債務に限らず、信用保証協会の保証付き融資の既往

債務の借換えができます。 

・Ｈタイプ（経営安定関連保証（５号））については、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係

る借入金（注）を借り換える場合に限ります。 

注：既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金 

・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金 

・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金 

・保険法第12条に規定する経営安定関連保証（保険法第2条第5項第4号（新型コロナウイル 

ス感染症に係るものに限る。）の特定中小企業者に係るものに限る。）に係る既往借入金 

・保険法第15条に規定する危機関連保証（保険法第2条第6項（新型コロナウイルス感染症に 

係るものに限る。）の特例中小企業者に係るものに限る。）に係る既往借入金 

・経営安定関連保証（５号）であって令和２年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認 

めた場合として定めた期間内（延長後の期間を含む。）に信用保証協会が保証申込受け付け 

し、かつ貸付実行された既往借入金 

 

【Ｉタイプの借換え】 

・Ｉタイプ（一般保証）については、本資金の既往債務に限らず、信用保証協会の保証付き融資の既往

債務の借換えができます。 

 

・その他の借換えの可否については、以下の借換可否整理表のとおりです。 



■借換可否整理表■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●問い合わせ先 

群馬県庁地域企業支援課（金融係） 〒371-8570前橋市大手町一丁目1-1 

TEL 027-226-3332 FAX 027-223-7875 

群馬県信用保証協会 営業部 〒371-0026前橋市大手町三丁目3-1 

TEL 027-231-8818・8819 

〃      高崎支店 

 

〒370-0006高崎市問屋町二丁目7-2 

TE L027-362-7733 

〃      太田支店 〒373-0852太田市新井町534-12 

TEL 0276-48-8811 

 

 

●経営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証及び危機関連保証の市町村の認定についての問い合わせ  

 先 

各市町村の中小企業向け制度融資担当課（商業観光課、商工課、産業課、経済課など） 

 

 

●取扱金融機関 

銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の本支店 


